
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
  
  

 

 

 

 

 

 

 

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟 

弁護団ニュース 
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発行 ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団 

第４２回全国公害被害者総行動デーが開催されました

 ６月７日から８日にかけて，第

４２回全国公害被害者総行動デ

ーが開催されました。 

 全国公害被害者総行動は，財界

がオイルショックに乗じて「公害

は終わった」というキャンペーン

をはじめたことに対して，全国の

公害患者たちが連帯して乗り越

えようと，昭和５１年に，８２団

体，１２００名にのぼる参加者が 

 

東京に集まり，交流会や集会，省庁一斉要請行動をおこなったことがはじまりです。 

その後も毎年６月の環境週間に「全国公害被害者総行動デー」が行われ，公害被害者と政府が直接

協議する貴重な機会となっています。 

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟からも，熊本，新潟，近畿，東京の原告，支援，弁護団が参加し，

環境大臣交渉，デモ行進，環境省交渉，決起集会，チッソ本社前宣伝行動に参加しました。 

１日目の環境省交渉では，環境省の特殊疾病対策室長から「水俣病は終わっていない」との認識を

示されたものの，健康調査の実施など水俣病全面解決に向けた前向きな発言は最後までありませんで

した。 

２日目には，加害企業であるチッソに交渉を申し入れていましたが，昨年に引き続きチッソは交渉

を拒否しました。チッソ本社前で，原告が代わる代わる水俣病の症状の苦しみを訴え，道行く人にビ

ラを配布しました。多くの人に水俣病は終わっていないという現実を伝えることができたのではない

でしょうか。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の予定】 

７月 ７日  熊本訴訟第２１回弁論 

７月１９日  東京訴訟第１４回弁論 

８月２６，２６日 ミナマタ現地調査 

９月１３日  近畿訴訟第１０回弁論 

＊とある弁護団員のヒトリゴト＊ 
弁護士登録から７年目を迎え，４月に独立しました。 
物件探しからはじまり，各種工事の依頼，各種手続など大変な

ことが続きました。 
独立は，弁護士人生の大きな節目と言われています。後から振

り返って，後悔することがないように，着実に歩みを進めてい

こうと思います。 
（弁護団・飯田喜親） 

（連絡先） ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団 

       〒860-0041熊本市中央区細工町４丁目３０－１ 

扇寿ビル５階 熊本共同法律事務所内（担当 永野） 

        電話 096-355-5376 ＦＡＸ 096-355-5378 

        ＨＰ http://www.no-more-minamata.jp/ 

すべての水俣病被害者救済に向けて 

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団は、すべての水俣病被害者救済を目指しています。 

みなさんの周りに、水俣病の被害者でありながら未だ救済を受けていないという方はいらっし

ゃいませんか。裁判に関心はあるが、なかなか裁判について話を聞く機会がないという方は、下

記連絡先までご連絡ください。また、県外に移住して、現在は、近畿、関東などに住んでいる親

類やご友人にもお声掛けをお願いします。すべての水俣病被害者救済に向けて頑張りましょう。 

近畿訴訟第９回期日 
 
 ６月１４日に近畿訴訟の第９回弁論がありまし

た。 
 原告側からは「病像」についての準備書面が出さ

れ被告側の主張を「被害実態を無視した机上の空

論」と反論しました。 
 また、弁護団より、今年２月に現地（倉岳町棚

底）に赴き調査した結果をもとに意見陳述しまし

た。住宅地図を使って原告の居住地（実家）を示し

ながら曙という密集した集落に１２２人の原告中１

４人が住んでいたこと、多くの漁師は延縄という漁

法でハモ漁をしていて水俣沖が漁場だったこと、規

格に合わないハモやハモ以外の魚は自分達が食べて

いたことを説明し、対象地域外と言えどメチル水銀

の曝露を受けていると主張しました。 

 東京訴訟第１３回期日 
 
 ５月２４日に東京訴訟の第１３回弁論がありまし

た。 
 裁判官が交代したため，これまでの主張を整理し

てまとめて述べる「弁論更新」の手続きが行われま

した。 
 原告を代表して熊本県天草市姫戸町二間戸生まれ

の井手口明美さんと鹿児島県出水市高尾野町江内生

まれの徳田昭博さんが，生い立ちと被害実態を訴え

ました。 
 弁護団からはこの裁判の意義と争点の総論，曝露

（有機水銀を摂取したこと），病像（水俣病の健康被

害），因果関係（有機水銀を摂取したことによって健

康被害が発生したこと）に関する原告の主張を端的

にまとめて説明しました。 

ミナマタ現地調査２０１７が開催されます（８／２５～２６） 

 今年も，２５日から２６日にかけて，ミナマタ現地調査２０１７をおこないます。水俣病の被害

を受けた土地を訪れ，被害者から話を聞くことができ，被害者の声，被害の実態を知る良い機会と

なります。夜には，参加者の親睦をふかめるため，バーベキューをおこないます。皆さん，奮って

ご参加ください。 


